
議案第５３号 

 

   平成２５年度北名古屋市後期高齢者医療特別会計決算の認定につい  

   て 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定に基づ

き、平成２５年度北名古屋市後期高齢者医療特別会計決算を別紙監査委員

の意見を付けて議会の認定に付する。 
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